
 

 

 

 

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 

 

 

経営理念等・経営戦略・経営計画 
 

 

【原則３－１．情報開示の充実】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正

性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原

則において開示を求めている事項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信

を行うべきである。 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性

を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、理念体系や経営戦

略、経営計画について、当社ウェブサイトにて開示しております。 

（以下 URL をご参照ください。） 

 

≪経営理念等≫ 

大和ハウスグループ理念体系（企業理念・経営ビジョン・社員憲章・企業倫理綱領） 

http://www.daiwahouse.co.jp/about/csr/ 

 

≪経営戦略・経営計画≫ 

中期経営計画（第７次中期経営計画）、経営方針 

http://www.daiwahouse.co.jp/ir/challenge/ 

 

http://www.daiwahouse.co.jp/about/csr/
http://www.daiwahouse.co.jp/ir/challenge/

